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緊急事態宣言再延長における部活動について（お知らせ）  

 

 

  盛夏の候、保護者の皆様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。  

 平素より、本校の教育活動にご理解ご協力を賜り感謝申し上げます。  

  さて、那覇市教育委員会より「緊急事態宣言再延長における部活動について（通知）」
があります。  

  つきましては、本校では、適切な感染症対策を講じた上で、部活動について、下記の通
り実施することといたしましたので、お知らせします。保護者の皆さまには、引き続き感
染症対策へご協力くださいますようお願いいたします。  

  

 ※「緊急事態宣言再延長における部活動について（通知）」は裏面をご確認ください。  

 

 

記 

 

 

【部活動について】  

7 月 13 日～8 月 22 日  
（1）平日の部活動時間は９０分以内とする（早朝練習は行わない）。 

 （2）土日、休日の部活動については、２時間以内とする（県立学校の活動に準じる）。 
 （3）活動は校内のみとする。 

(4) 期間中は、県内外における練習試合や合宿等については行わない。 
  (5）県内、県外大会参加については、各団体と十分に連携し、学校において慎重に検討す

る。 
(6) 部活動参加については、生徒本人と保護者の意向を尊重する。 
 
※ 夏休み期間中（7 月 22 日～8 月 22 日）は、平日、休日とも２時間以内とする。  

※ 実施にあたっては、健康観察、消毒等、感染防止対策を今まで以上に徹底する。  

 

 

【部活動を行う際の留意点】          

（1）発熱等の風邪の症状がある場合には、生徒や指導者等も参加しない。 
 （2）同居の家族に風邪の症状がみられる場合も参加しない。 

 (3) 継続して「検温及び健康観察シート」を活用した健康管理の徹底を行う。 
(4)「手洗い」「咳エチケット」「手指消毒」を行う。 

   (5） 3 つの密、①換気の悪い密閉空間、②多くの人が密集、③近距離での会話や発声（密
接）が同時に重なる場を徹底的に避ける。 

    

 

 ※上記の対応は、令和 3 年 7 月 12 日時点のものであり、今後の状況や文部科学省、厚生労 
  働省、県教育委員会等の方針により随時、変更の可能性もあり得る旨、ご承知おきくだ 
  さい。   


